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令和４年度 明石市「あかしの福祉の好事例」募集要領 

 

１ 目的 

介護及び障害福祉施設等で実施された、「利用者支援の充実」や「職員の職場環境の向上」

に向けた取り組みの好事例を公募し、事例集を作成・公表することで、市内の福祉施設等で

働く職員がともに学びあい、ともに質の向上への取り組みに挑戦する風土を醸成し、福祉サ

ービスの質の向上を目指します。 

また、好事例を広く公表し、求職者等に福祉の仕事を知ってもらうことにより、福祉人材

の確保につながることを期待します。 

２ 応募資格 

  明石市内に所在する別表１に掲げる事業を行っている施設・事業所を対象とします。 

３ 募集内容 

  『福祉職場で実施した好事例（「利用者支援の充実」や「職員の職場環境の向上」

に向けた取り組み）について』 

申込み時点で、「利用者支援の充実」や「職員の職場環境の向上」に寄与しているものであ

れば、応募することができます。 

募集テーマは、以下のとおりとします。（複数選択可） 

  ⑴ 利用者への虐待防止（虐待防止）※（）内は略。⑿まで同じ。 

  ⑵ 利用者への相談体制の充実（相談体制の充実） 

  ⑶ 認知症高齢者へのケアの充実（認知症高齢者へのケア） 

  ⑷ 利用者ニーズへの対応（利用者ニーズ） 

  ⑸ 利用者家族ニーズへの対応（利用者家族ニーズ） 

  ⑹ 利用者の健康維持・介護認定区分維持、改善（健康維持など） 

  ⑺ 利用者の自立支援への取り組み（自立支援） 

  ⑻ 利用者が生き生き生活できるための取り組み（利用者生き生き支援） 

  ⑼ 新型コロナウイルス感染症防止の取り組み（新型コロナウイルス感染防止） 

  ⑽ 職員の人材育成（人材育成） 

  ⑾ 職員の離職防止・定着支援（離職防止・定着支援） 

  ⑿ 業務の効率化（業務の効率化） 

  ⒀ 職員が生き生き働けるための取り組み（職員生き生き支援） 

  ⒁ 職員採用が増えるための取り組み（職員採用） 

  ⒂ 福祉職場のイメージアップ（イメージアップ） 

  ⒃ 地域との連携（地域との連携） 

  ⒄ その他 

４ 募集期間 令和 4年 12 月 19 日（月）～令和 5年 2月 28 日（火） 

５ 募集方法 

 ⑴ 『令和 4年度 明石市 「あかしの福祉の好事例」 申込書』及び『令和 4 年度 明石市 

「あかしの福祉の好事例」 要約書』を、ワードデータにて下記提出先に送付してくださ

い。 

    提出先 ： 明石市福祉局施設整備・人材育成室 

    メールアドレス ： jinzaiikusei@city.akashi.lg.jp 

  ◆受信確認ができましたら、1 週間以内（土日・祝・年末年始を除く）に、その旨をメール

返信にて連絡させていただきます。応募したにも関わらず受信確認メールが届かない場

合は、施設整備・人材育成室（電話 918-5262）までご連絡ください。 

 ⑵ 注意事項 

  ◆所定の様式に記入していただきます。 

  ◆要約書はすべて 10.5 ポイントで記入していただきます。 

  ◆提出いただいた要約書は、「あかしの福祉の好事例集」として、公表（市ＨＰへの掲載な

ど）します。一般公開されますので、利用者などの個人情報を特定できるような情報が
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ないか、誤字脱字はないか等、十分な注意をお願いします。なお、好事例に尽力した、

職員の個人名などを記載することは、問題ありませんが、施設・事業所の長が責任をも

って、ご本人に承諾を得てください。また、提出された要約書を、修正いただく場合も

あります。「あかしの福祉の好事例集」として掲載される際のイメージも添付しますので、

要約書作成の参考にしてください。 

  ◆各項目の縦の幅は変更可能です。また、必要に応じ、写真やグラフ等を要約書に張り付

けていただくことも可能ですが、全ての内容が原則Ａ４サイズ２枚に収まるよう作成し

てください。なお、写真等は、要約書内、「取組内容の要旨」の各項目の枠内に張り付け

てください。 

また、要約書が２枚を超える場合は、事前に、施設整備・人材育成室（電話 918-5262）

までご連絡ください。 

なお、利用者や職員が映っている写真を使用する場合、施設・事業所の長が責任をも

って、ご本人、ご家族等の承諾を得てください。 

  ◆施設紹介等は最小限にとどめてください。（取組内容を中心に記入してください。） 

  ◆要約書は、好事例を実施した目的・ねらい・過程などがわかるような内容にしてくださ

い。また、好事例に至るまでの、失敗事例があると、さらに他の事業所が挑戦する際の

有益な参考情報となりますので、是非、ご記入ください。 

６ 問い合わせ先 

  〒６７３－８６８６ 

  明石市中崎１丁目５番１号 

  明石市福祉局施設整備・人材育成室 

  電 話 ： ０７８－９１８－５２６２ 

  ファクス ： ０７８－９１８－５１９６ 

  メ ー ル ： jinzaiikusei@city.akashi.lg.jp 

別表１ 

ア 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８条第１項に規定する居

宅サービス事業 

イ 法第８条第１４項に規定する地域密着型サービス事業 

ウ 法第８条第２４項に規定する居宅介護支援事業 

エ 法第８条第２６項に規定する施設サービスを行う事業 

オ 法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス事業 

カ 法第８条の２第１２項に規定する地域密着型介護予防サービス事業 

キ 法第８条の２第１６項に規定する介護予防支援事業 

ク 明石市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成２９年３月２８日制定）第３条第

１項第１号ア、ウ及びオからキまでに掲げる事業 

ケ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービス事業 

コ 障害者総合支援法第５条第１８項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業 

サ 障害者総合支援法第７７条第１項に規定する地域生活支援事業又は同条第３項に規定する

障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業 

シ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支

援事業 

ス 児童福祉法第６条の２の２第７項に規定する障害児相談支援事業 

セ 明石市障害者小規模通所施設運営補助金交付要綱（昭和６３年３月２９日制定）第２条第

１号に規定する障害者小規模通所事業 


